
郡山市産後ケア事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安

定になりやすい一定期間、保健指導を必要とする産婦、乳児を養育している者及び乳児（以下

「産婦等」という。）を医療機関又は助産所（以下「医療機関等」という。）に入所又は通所（以

下「入所等」という。）させ、母体の保護、保健指導を行う産後ケア事業（以下「事業」という

。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の対象者） 

第２条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、原則として出産から 1 年未満の産婦等のう

ち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。 

(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者 

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者 

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導を必要とす

る者 

(4) 市長が特に必要と認める者 

２ 前項に定める事業の対象者は、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除くものと

する。 

（事業の委託） 

第３条 事業は、市長が市内の医療機関等に委託して行うものとする。 

２ 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等（以下「受託機関」という。）の施設にお

いて実施するものとする。 

３ 市長は、毎月の事業の結果を検査した後に、受託機関の請求に基づき、第１項に規定する委

託に係る費用（以下「委託料」という 。） を受託機関に支払うものとする。 

 （受託機関の責務） 

第４条 受託機関は、産婦等が当該施設に滞在中、日常生活に近い環境で保健指導を受けられる

よう努めるものとする。 

（事業の種別） 

第５条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 産後ショートステイ事業  産婦等を受託機関に入所させ、保健指導を行う事業 

(2) 産後デイケア事業  産婦等を受託機関に通所させ、保健指導を行う事業 

（保健指導の内容） 

第６条 受託機関が行う保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。 

(2) 乳房管理に関すること。 

(3) 授乳等育児指導に関すること。 

(4) その他必要とする保健指導。 

（利用期間） 

第７条 産婦等が事業を利用することができる期間は、第５条に掲げる事業ごとに７日間以内と

する。ただし、市長が産婦等の状況等により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、



さらに７日間を限度として延長することができる。 

２ 前項における第５条第１号に規定する事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ１日とみな

す。 

（利用の申請） 

第８条 この事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、産後ケア事業利用申請書

（第１号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 前項に規定する利用の申請は、事業を利用しようとする前に行うものとする。ただし、市長

がやむを得ない事情があると認める場合は、受託機関に入所又は通所した後に行うことができ

る。 

（利用の決定） 

第９条 市長は、前条第１項に規定する産後ケア事業利用申請書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。 

２ 申請者が第２条に規定する対象者であると認められないときは、市長は、事業の利用を承認

しない。 

３ 市長は、第１項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア事業利用承認通知書（第２号様

式）又は産後ケア事業利用不承認通知書（第３号様式）によりその利用の可否について、申請

者に通知するものとする。 

第10条 事業の利用承認を受けた者（以下「利用者」という。）が、承認を受けた事項を変更しよ

うとするときは、利用者は、産後ケア事業利用変更申請書（第４号様式）を市長に提出するも

のとする。 

 （変更の決定） 

第11条 市長は、前条に規定する産後ケア事業利用変更申請書の提出があったときは、速やかに

その内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに産後ケア事業利用変更承認通知書（第５号様

式）又は産後ケア事業利用変更不承認通知書（第６号様式）によりその変更の可否について通

知するものとする。 

（利用料） 

第12条 利用者は、事業の利用に際し、食費その他実費相当額（以下「利用料」という 。） を直

接受託機関に支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条又は第14条の定めるところにより利用料の軽減を承認された

利用者の利用料は、委託料に含めて受託機関に支払うものとする。 

（生活保護世帯に係る利用料の軽減） 

第13条 申請者の属する世帯が生活保護法（昭和25年法律第 144 号）の規定による被保護世帯

（以下「生活保護世帯」という 。） である場合は、申請者は利用料の軽減を受けることができ

る。 

２ 前項に規定する利用料の軽減は、産後ケア事業利用申請書により、申請するものとする。こ

の場合において、市長は、申請者の同意に基づき、申請者の属する世帯が生活保護世帯である

ことを確認するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する利用料の軽減の申請があったときは、その内容を審査して利用料の

軽減の可否を決定し、産後ケア事業利用承認通知書により利用料の軽減の可否を申請者に通知



するものとする。 

（非課税世帯に係る利用料の軽減） 

第14条 申請者の属する世帯が申請日の属する年度（４月又は５月に利用する場合は前年度）に

おける申請者の世帯の市町村民税が非課税世帯以下「非課税世帯」という 。） である場合は、

申請者は利用料の軽減を受けることができる。 

２ 前項に規定する利用料の軽減は、産後ケア事業利用申請書に市町村民税を証明する書類を添

付して、申請するものとする。 

３ 前項の市町村民税を証明する書類は、申請者の属する世帯が非課税世帯であることを市長が

確認することに申請者が同意する場合は、その添付を省略することができる。 

４ 市長は、第２項に規定する利用料の軽減の申請があったときは、その内容を審査して利用料

の軽減の可否を決定し、産後ケア事業利用承認通知書により利用料の軽減の可否を申請者に通

知するものとする。 

（実施報告） 

第15条 受託機関は、事業を実施した月の翌月の10日までに当該月分の事業の実施状況につい 

て、産後ケア事業実施結果報告書（第７号様式）及び産後ケア事業利用者報告書（第８号様 式）を

市長に提出するものとする。 

（記録の整備） 

第16条 受託機関は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して５年間保存す

るものとする。 

 （補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成26年８月１日から施行する。 

この要綱は、令和元年８月９日から施行する。 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 




















